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1．はじめに 

2012年に現行の労働法が施行されて以降、近年の著しい経済成長により、その改正の必要性

が幾度となく議論されてきたなかで、2019年11月、新たな労働法が国会で可決され、2021年

1月から施行されることが決定した。そこで本稿では、改正点のうち、外資系企業に大きな

影響を与える重要な変更点を説明する。 

 

2．改正点 

2.1. 労働契約の種類 

改正法では、12 ヶ月未満の季節業務や特定業務の期限付労働契約の規定が削除され、全ての労

働契約は以下の2種類に分類される。 

 無期限労働契約 

 有期限労働契約（最長36ヶ月、最短契約期間の規定なし）   

現行労働法で規定されている12ヶ月未満の季節的業務や特定業務のための契約は、改正法では

業務の種類を問わず36ヶ月までの期間で有期限労働契約を締結することになる。 有期限労働契

約の更新については、現行法と同様1回限り認められており、2回以上更新をする場合には無期

限労働契約を締結することになる。なお、外国人労働者については例外が認められている。

（以下、2.4参照） 

また、改正法には、「労働契約の期限が切れた日から30日以内に雇用主と労働者間において新

たな労働契約を締結しなければならないが、新たな労働契約を締結していない期間は両当事者

の権利と義務は締結済の労働契約に従う」ということがはっきりと明記され、これまで不明確

であった両者間の権利や義務が明瞭化された。 

2.2. 勤務中の休憩時間 

現行法においては、連続6時間または8時間勤務する場合には30分以上の休憩を付与する必要が

あったが、改正法ではこの「連続勤務」の概念が削除され、勤務中の休憩時間については、「1

日に6時間以上勤務する労働者は少なくとも30分の休憩、深夜勤務（22時～6時）の場合は少な

くとも45分の休憩を取ることができ、また、この休憩時間は勤務時間に加算されない」と規定

された。ただし、シフト制勤務の場合は、休憩時間が勤務時間に加算されることになるので、



ご留意いただきたい。 

 2.3. 祝祭日 

現行法では年間10日間の祝祭日が規定されているが、改正法ではベトナム建国記念日（9月2日）

の前日か翌日どちらかに祝日が1日追加されることとなった。具体的な日程は、毎年首相によっ

て規定される。 

2.4. 外国人労働者に関する規定 

●労働契約締結  

現行法では具体的に規定されておらず、外国人労働者もベトナム人と同様に、有期限契約を2回

更新した後は、無期限契約を締結する必要があるかどうかが議論されていたが、改正法では

「ベトナムで勤務する外国人労働者を採用する際には、雇用主と労働者間で合意の上、期限付

労働契約を複数回締結することができる」という規定が追加され、雇用期間については労働許

可証の期限に合わせることが明記された。  

●労働許可証免除対象  

これまで、有限責任会社の出資者、株式会社の取締役会構成員は労働許可証の免除が認められ

ていたが、改正法では新たにベトナム人と婚姻しベトナムに居住している外国人労働者につい

ても免除対象に含まれる。 

●労働許可証の有効期限  

改正法では労働許可証の期限は最長2年間で、1回だけ（最長2年間）延長することができると規

定された（現行法は最長2年で、期間満了時は再申請が必要との理解）。労働許可証の申請手続

きには、「新規申請」と「延長申請」（手続き上、延長申請のほうが簡易）があり、改正法上

の「延長」とは「延長申請」を意味する。今回、期間延長の回数の規定はされたが、これが単

に延長回数の制限を意味するのか、もしくは同一の職位・職務における労働期間が最大4年に限

定されるか、どちらかは明確になっていないのが現状である。 

また、労働許可証取得後に、実際に行っている業務が労働許可証の許可範囲と異なる場合に、

労働許可証が失効するとの規定も追加されたので、申請する業務（職位）は慎重に検討し、労

働契約書と関連性のある内容を明記するなどして、注意を払う必要がある。 

2.5. 定年退職の年齢  

男性については2028年までに満62歳、女性については2035年までに満60歳とすると規定され、

定年退職年齢は2021年から毎年引き上げ調整される。具体的には、男性は現行法で定年退職年



齢が60歳と規定されているが、2021年から2028年まで毎年3か月ずつ引き上げられ、最終的な定

年は満62歳になる予定である。一方、女性は現行法で55歳だが、2021年から2035年まで毎年4か

月ずつ引き上げられ、最終的に満60歳となる。 

 

3．おわりに 

上記で述べたように、今回の改正により、労働条件をはじめとして多くの点で現行法からの変更

が行われることになったが、労働法は労働者のみならず、雇用主側にとっても重要な論点である。

新労働法は2021年1月から施行される予定であるが、未だに不明確な部分もあるため、実務的な

変更や影響がどの程度あるのか、今後もその動向を注視する必要がある。 
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